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第１章  総  則 

 

 

第１節  計画の目的 

 

  この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づ

き、備前市防災会議が作成する計画であって、備前市域に係る防災に関し、市の処理

すべき事務又は業務を中心として、関係機関・団体、住民等の協力を含む総合的な計

画を定め、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の円滑な実施を図り、市域の保全と

住民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にくい止め、もって社会秩序と公

共の福祉の確保を図ることを目的とする。 

 

 

第２節  計画の性格 

 

 本計画は、「風水害対策編」と「震災対策編」をもって構成するものとし、岡山県

地域防災計画に抵触するものであってはならない。また、指定地方行政機関等の作成

する防災業務計画とも十分な調整を図るものとする。 

 なお、本編は「風水害対策編」であり、災害対策基本法第２条第１項に定める災害

のうち風水害等に関し、関係機関の防災業務の実施責任を明確にし、かつ、相互間の

連絡調整を図る上においての基本的な大綱を示すもので、その実施細目等については、

更に関係機関において別途具体的に定めることを予定している。 

 また、将来、科学的調査研究の成果及び発生した災害とその対策の検討の結果等に

おいて、必要が生じたときは、本計画に修正を加え、逐次完備を図っていくものとす

る。 

 本計画は、市職員及び防災関係機関に周知させるとともに、計画のうち特に必要と

認めるものについては、地域住民にも広報等により周知徹底を図るものとする。 

 

 

第３節  計画の構成 

 

  本計画は、「災害の予防」、「災害の応急対策」及び「災害の復旧」の３本柱で構

成し、これを補完するため、「資料編」を別冊で作成する。 
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    備前市地域防災計画（風水害対策編） 

                                   第１章 総則 

                                   第２章 市の概要 

                                   第３章 災害予防計画 

                                   第４章 災害応急対策計画 

                                   第５章 災害復旧計画 

                   資料編 

 

 

第４節  災害の想定 

 

 本計画の作成に当たっては、本市における地勢、地質、気象等の自然条件に加え、

人口、都市化、産業集中等の社会的条件並びに過去における各種災害発生状況を勘案

した上で、発生し得る災害を想定し、これを基礎としている。この計画の作成の基礎

として想定した主な災害は、次のとおりである。 

 

第１ 暴風等による災害 

岡山県地方は、平素は比較的風の弱いところであるが、台風の接近時には、海上や

沿岸では最大風速３０ｍ／ｓ前後、内陸でも２０ｍ／ｓ前後の強い風が吹く。このよ

うな強風は、建物、農作物、船舶等に大きな被害を与え、高潮、波浪、豪雨を伴う洪

水等を引き起こし、大きな被害を発生させる。 

 

第２ 大雨等による災害 

  岡山県下の災害では、件数・被害額ともに上位を占めるのが大雨による洪水で、河

川のはん濫、堤防決壊、家屋・橋りょうの流出、冠水等による水害である。大雨の原

因としては、一般的には梅雨前線によるもの、雷雨性の局地的豪雨によるものが一番

多いとされているが、近年、台風が秋雨前線等を刺激し大雨をもたらすケースが多発

し、洪水、浸水、土砂崩れ等の被害が発生している。時期的には、６月から９月まで

に大雨が集中している。 

 

第３ 高潮による災害 

  備前市の南東部は、瀬戸内海に面しており、片上湾、日生湾をはじめ、大小１３の

島々からなる日生諸島があり、その沿岸は低地が多く、ひとたび高潮が発生するとそ

の被害は広範囲にわたるおそれがある。高潮は、台風によるものがほとんどであり、

台風接近時の満潮前後は高潮による被害が発生しやすい。 
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第４ 第１～第３のほか異常気象による災害 

 

第５ 大規模な火災 

 出火原因は、一般的にたばこの火が最も多く、たき火がこれに次いでいるが、近年

は、こんろによる出火が多くなっている。発生時期は、１１月から３月までに集中し

ている。この期間は空気が乾燥しているため大火になることが多い。 

火災の種別は、家屋火災が多いが、あぜ焼き等による林野火災がこれに次いでいる。 

 

第６ その他の特殊災害 

（交通事故） 

  経済社会活動の広域化、生活水準の向上に伴い、その基盤となる交通機能は、次第

に高速化、大量化の傾向にあり、また、市内の北東部を走る山陽自動車道、中心部を

東西に走る国道２号、国道２５０号、南北に走る国道３７４号等で、長距離トラック

との事故が多発し、一般市民が犠牲になることがある。 

（産業災害） 

  産業が急速に発展する中で、ガス、火薬その他危険物の漏えい、飛散、流出等によ

る、火災、爆発、中毒等の災害の危険性が高まっている。しかも、これらの災害は、

突発的に生じ、多数の人命及び身体に被害を与えるおそれがある。 

 

 

第５節  用語の意義 

 

  この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めると

ころによる。 

  (1) 県本部                岡山県災害対策本部をいう。 

  (2) 県地方本部            岡山県地方災害対策本部をいう。 

  (3) 市本部                備前市災害対策本部をいう。 

(4) 県防災計画            岡山県地域防災計画をいう。 

  (5) 市防災計画            備前市地域防災計画をいう。 

  (6) 県本部長              岡山県災害対策本部長をいう。 

  (7) 県地方本部長          岡山県地方災害対策本部長をいう。 

  (8) 市本部長              備前市災害対策本部長をいう。 

  (9) 防災関係機関          県、市、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関、公共的団体その他防災上重要な施設を管理

する機関をいう。 
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 なお、本計画中次の組織名称は、災害対策本部設置の如何により、それぞれ次のと

おり読み替えるものとする。 

  (1) 県本部                岡山県 

  (2) 県本部長              岡山県知事 

  (3) 県地方本部           岡山県備前県民局 

  (4) 県地方本部長          岡山県備前県民局長 

  (5) 市本部                備前市 

(6) 市本部長              備前市長 

 

 

第６節  防災関係機関の処理すべき業務の大綱 

 

 市、公共的団体その他防災上重要な施設の管理者が、防災に関して処理すべき事務

又は業務は、おおむね次のとおりとする。 

  １ 市の処理すべき事務又は業務の大綱 

① 防災意識の普及啓発及び防災訓練を行う。 
② 災害に関する予警報の発令及び伝達を行う。 
③ 災害予警報その他の情報の収集及び伝達を行う。 
④ 災害広報を行う。 
⑤ 避難準備情報、避難勧告又は避難指示の発令を行う。 
⑥ 災害時におけるボランティア活動の支援を行う。 
⑦ 被災者の救助を行う。 
⑧ 被害の調査及び報告を行う。 
⑨ 災害時の清掃、防疫その他保健衛生に関する応急措置を講じる。 
⑩ 水防活動及び消防活動を行う。 
⑪ 被災児童・生徒等に対する応急の教育を行う。 
⑫ 公共土木施設、農地、農林水産業施設等に対する応急措置を講じる。 
⑬ 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置を講じる。 
⑭ 水防、消防その他防災に関する施設及び設備の整備を行う。 
⑮ 公共土木施設、農地、農林水産業施設等の新設、改良並びに防災及び災害復
旧を行う。 

⑯ 高層建築物、危険物施設等の保安確保に必要な指導、助言及び立入調査を行
う。 

⑰ 交通整理、警戒区域の設定その他社会秩序の維持を行う。 
⑱ 東備消防組合、市域内関係機関・団体及び防災上重要な施設の管理者が実施
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する災害応急対策等の調整を行う。 

  ２ 公共的団体の処理すべき業務の大綱 

   (1) 鉄道・自動車・船舶運送関係事業会社 

        災害応急活動に関する鉄道・自動車・船舶運送については、防災関係機関に

協力する。 

   (2) 電力・電話会社 

        電力供給・電気通信設備の災害予防措置を講じ、また被災時には被害状況の

調査を行い、早期復旧を図る。 

   (3) 報道機関 

        防災に関する報道について、迅速かつ正確な周知を図るために協力する。 

   (4) 産業経済団体 

        農業協同組合、漁業協同組合、商工会議所等は、被害調査を行い、対策指導

並びに必要資機材及び融資のあっせんについて協力する。 

   (5) 医療機関 

        医師会、病院等は被災者の医療及び助産活動並びに防疫その他保健衛生活動

に協力する。 

   (6) 社会事業・文化事業団体・町内会 

        社会福祉協議会等は、被災者の救助等の応急諸対策、義えん金品等の募集等

に協力する。町内会（自治会）は災害に係る情報連絡その他の応急対策に協力

する。 

   (7) 金融機関 

関係機関と協議の上、可能な限り被災者に対する便宜を図るものとする。 

また、金融機関が被災したときは、できるだけ早期に臨時の窓口業務を開始

する。 

   (8) 防災上重要な施設の管理者 

        平素から災害予防体制の整備を図るとともに、災害時には災害応急措置を講

じる。また市その他防災関係機関の防災活動について協力する。 

  ３ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

   (1) 東備消防組合 

      ① 消防設備の整備を行う。 

      ② 災害予防及び防災活動を行う。 

      ③ 予警報その他の情報収集並びに通報及び連絡を行う。 

      ④ 災害救助及び救急活動を行う。 

      ⑤ 消防活動及び水防活動を行う。 

      ⑥ 所轄市町災害対策本部との連絡及び調整を行う。 
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   (2) 県警察（備前警察署） 

      ① 災害警備計画に関する業務を行う。 

② 災害警備用資機材の整備を行う。 

      ③ 災害情報の収集・伝達及び被害調査を行う。 

      ④ 救出救助及び避難指示を行う。 

      ⑤ 行方不明者の捜索及び死体の見分、検視を行う。 

⑥ 交通規制、緊急通行車両の確認措置等交通対策に関する業務を行う。 

      ⑦ 犯罪の予防・取締り、その他治安維持に関する業務を行う。 

      ⑧ 関係機関による災害救助及び復旧活動に協力する。 

   (3) 岡山地方気象台 

      ① 気象等の予警報の発表及び通知を行う。 

      ② 災害発生時における気象観測資料の提出に関する業務を行う。 

   (4) 和気労働基準監督署 

      ① 工場、事業所等における産業災害防止についての指導監督を行う。 

      ② 被災工場及び被災事業所に対する救急医療品の配布等を行う。 

   (5) 中国四国農政局 

       災害時における主要食糧の供給対策に関する業務を行う。 

   (6) 国土交通省中国地方整備局 

      ① 国道の維持管理、改修、災害復旧及び道路情報の伝達を行う。 

② 吉井川、金剛川その他の直轄河川の維持管理、改修、防災施設の整備、災

害復旧及び水防情報の伝達を行う。 

      ③ 災害発生時における気象及び水象観測資料の提出に関する業務を行う。 

      ④ その他防災所定事務に関すること。 

   (7) 玉野海上保安部（第六管区海上保安本部） 

      ① 警報の伝達及び情報の収集を行う。 

② 海難の救助を行う。 
③ 大量流出した危険物等の防除を行う。 
④ 海図、水路書誌その他の水路図誌の整備を行う。 
⑤ 航路標識の整備を行う。 
⑥ 海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険を生じ、又は生じるおそ

れがあるときは、必要に応じて船舶交通の整理若しくは指導をし、又は船

舶交通を制限する。 

⑦ 海上における行方不明者の捜索並びに死体の見分及び検視を行う。 
⑧ 災害発生地域の周辺海域における、犯罪の予防及び取締りを行う。 
⑨ 危険物積載船舶に対して、必要に応じて移動を命じ、又は航行の制限若し
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くは禁止を行う。 

⑩ 自衛隊の災害派遣要請を行う。 
   (8) 自衛隊 

        自衛隊は、災害派遣要請者（県知事、管区海上保安本部長、空港事務所長）

からの要請に基づき、防災活動を実施するとともに、災害の発生が突発的で、

その救援が特に急を要し要請を待ついとまがないときは、要請を待つことなく

防災活動を実施する。なお、実施する防災活動は、おおむね次のとおりとする。 

① 避難の援護救助を行う。 
② 遭難者等の捜索及び救助を行う。 

      ③ 水防活動を行う。 

      ④ 消火活動を行う。 

      ⑤ 道路又は水路の応急啓開を行う。 

      ⑥ 診療防疫への支援をする。 

      ⑦ 通信支援をする。 

      ⑧ 人員及び物資の緊急輸送を行う。 

      ⑨ 炊飯及び給水の支援を行う。 

      ⑩ 救援物資の無償貸付又は譲与を行う。 

      ⑪ 交通整理の支援をする。 

      ⑫ 危険物（火薬類）の除去を行う。 

      ⑬ その他自衛隊の能力で対処可能な防災活動を行う。 
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第２章  市の概要 

 

 

第１節  自然的条件 

 

第１ 地 勢 

本市は、岡山県の南東部に位置し、面積は２５８.２３ｋ㎡、東西２２.４ｋｍ、南

北２９.８ｋｍで、北は美作市、南は瀬戸内市、西は岡山市、赤磐市、和気町、東は兵

庫県赤穂市、上郡町、佐用町に接している。 

地形は、山地が総面積の８０％を占め、複雑な地形を呈し平野部に乏しく、北部は、

八塔寺山（標高５３８ｍ）をはじめ、敦土山、竜泉山等があり、丘陵地となっている。

南東部は、瀬戸内海に面しており、片上湾、日生湾をはじめ、大小１３の島々からな

る日生諸島があり、総延長１６.５ｋｍに及ぶ海岸保全区域を有している。西端には、

岡山県三大河川の一つである吉井川が流れており、吉井川の支流である金剛川が市の

北東部を西へ向かって流れている。 

 

第２ 気 候 

気候は、晴天の多い瀬戸内型の気候で、平均気温が１６℃前後、比較的温暖で、年

間総雨量は１,２００ｍｍ程度となっている。 

  四季を通じての気候変化はおおむね次のとおりである。 

＜ 春 ＞ 

  ３月は天気変化が激しく、移動性高気圧に覆われて非常に暖かい日があるかと思え

ば、日本海を通過する低気圧の影響により、強風が吹き荒れる日がある。４月になる

と冬の季節風も次第に衰え、大陸からの移動性高気圧に頻繁に覆われるようになる。

このため４月下旬から５月下旬にかけての晴れた夜は冷え、晩霜の被害を受けること

がある。４月から梅雨期にかけては頻繁に濃霧が発生する。 

＜ 夏 ＞ 

  ６月上旬から７月中旬にかけては梅雨期で、梅雨末期には前線が活発となり、集中

豪雨がしばしば発生する。しかし、年によっては空梅雨となり、干ばつを起こすこと

がある。梅雨明け後９月上旬までは真夏の気候で夕なぎとなり熱帯夜が続く。８月も

終わりに近づくと本格的な台風シーズンが始まる。 

＜ 秋 ＞ 

  ９月は台風の襲来が多く、これに伴って大雨、強風又は高潮の被害を受けることが

ある。１０月に入ると高気圧と低気圧が交互に現れ、移動性高気圧に覆われた日の夜

間は晴れて冷え込む。 
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＜ 冬 ＞ 

  １１月中旬を過ぎると大陸から寒波が押し寄せ、下旬には北部の山間部で初霜が降

りる。１２月に入ると冬型の気圧配置が顕著になり、強風が吹き空気が乾燥する。 

 

 

第２節 社会的条件 

 

第１ 人口動態 

  本市の人口は、平成１８年３月３１日現在で４１，３８４人、男１９，７９７人、

女２１，５８７人となっているが、総人口に占める６５歳以上の高齢者の割合（高齢

化率）は２７．０％で全国平均の２０．４％（平成１８年４月１日現在推計値）を上

回り、年々増加傾向にある。また、人口密度は１ｋ㎡当たり１６０人となっている。 

 

第２ 都市化 

  都市周辺における山地、丘陵地の開発や低地への住宅地の開発が進み、新たな市街

地を形成し、高速道路網の整備が進んでいる。 

 このような都市化が進むと、地域の共同体意識が希薄になるので、自主防災組織の

育成と強化が必要になってくる。 

 

第３ 生活環境の変化 

 都市化、工業化等の産業構造の変化により、本市においてもライフスタイルが変化

し、電気、水道、ガス、電話その他のライフライン、交通網等の基盤整備の伸展、都

市的土地利用の拡大に伴う商業施設や文化施設の増加、生活水準の向上その他の多岐

にわたる生活環境の変化が見られるようになった。 

 

第４ 防災上の問題点 

 宅地化や無秩序な宅地開発に伴う基盤整備の対応の困難性、新興住宅地のがけ崩れ、

産業開発及び土地利用の弊害に伴う中小河川のはん濫による低地帯への浸水、安全地

帯及び避難場所の減少、危険物を包蔵する特殊施設の増加、危険物の大規模化、工場

排水、地盤沈下その他の公害問題、交通の混雑による大規模な交通災害の危険性、昼

間の世帯主不在に伴う心理的不安、犯罪の増加、生活環境の悪化による生命財産に対

する危険の増大、ライフスタイルの変化、共同体意識低下など、問題は多様である。 

 これらはすべて社会・経済的諸条件に起因した人為的及び社会的災害又はこれらを

誘発する危険性を内包したもので、今後の防災対策をますます困難にしていくと思わ

れる。 
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第３節  市における主な災害 

 

(備前地域) 

昭和45年4月1日 蕃山地内で３日間にわたる林野火災が発生し、焼失面積５０ｈａ 

昭和47年6月25日  伊里小学校で火災が発生し、１,２８２㎡を焼失。損害８,７１０

万円 

昭和48年2月7日  伊部地内で企業所有の屋外貯蔵タンクが爆発炎上し、火災発生 

昭和49年4月4日  伊部不老山で林野火災が発生し、焼失面積８５ｈａ 

昭和49年7月6日  台風８号による集中豪雨により市東部に被害。流失家屋１棟、床

上浸水２５１棟、床下浸水家屋３５９棟等。被害総額８億１千万

円 

昭和51年9月13日  台風１７号の影響により８日から１３日にかけ、市内全域に８０

０ｍｍを超す記録的な豪雨。 死者３名、負傷者２６名、全壊家屋

４７棟、半壊家屋８８棟、一部損壊７６棟、床上浸水７８９棟、

床下浸水１,１７２棟、被害総額５３億２５百万円 

昭和54年4月15日  久々井地内で林野火災が発生し、焼失面積２１.５ｈａ 

昭和57年4月20日  伊部地内で林野火災が発生し、焼失面積４７ｈａ 

昭和60年5月14日  大内地内国道２号で車両火災が発生し、焼死者１名、車両３台炎

上 

昭和60年8月7日  麻宇那地内岡山ブルーハイウェイ（現岡山ブルーライン）におい

て車両火災が発生し、焼死者４名 

昭和60年9月6日  穂浪地内で２日間にわたる林野火災が発生し、焼失面積１５.５

ｈａ 

昭和61年8月28日  久々井地内で３日間にわたる林野火災が発生し、焼失面積５１.

６ｈａ 

昭和61年12月4日  大内地内で３日間にわたる林野火災が発生し、焼失面積６９.２

ｈａ 

平成2年9月18日  台風１９号に伴う集中豪雨により、３日間で４９３.５ｍｍ。特

に５時間雨量で２２２ｍｍを記録。重傷者１名、流失家屋１棟、

半壊家屋２棟、一部損壊２棟、床上浸水４５７棟、床下浸水６５

３棟、被害総額４３億８３百万円 

平成15年8月8日  台風１０号に伴う集中豪雨により、総雨量１９４ｍｍ。特に時間

雨量で８４ｍｍを記録。蕃山地内の長谷下池（貯水量約２０万ト

ン）が決壊。床上浸水５４棟、床下浸水１３１棟、被害総額７億

７７百万円 
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平成16年8月30日  台風１６号に伴う暴風と高潮により、瞬間最大風速３８．５ｍ

（岡山市）、潮位３３６ｃｍ（ＴＰ（東京湾平均海面）２５３ｃ

ｍ）を記録。暴風による家屋等の破損６１８棟、高潮による床上

１０５棟、床下浸水１８８棟、被害総額２億２３百万円 

平成16年9月7日 台風１８号に伴う暴風と高潮により、瞬間最大風速３３．８ｍ

（岡山市）、潮位２９５ｃｍ（ＴＰ２１２ｃｍ）を記録。高潮に

よる床上１５棟、床下浸水６６棟 

平成16年9月29日  台風２１号に伴う集中豪雨により、総雨量１９４．５ｍｍ。特に

１６時から１９時までの３時間雨量で１１９ｍｍを記録。国道２

号、２５０号、県道備前牛窓線、岡山ブルーライン等が通行止め

となり、一時的に孤立した地域が発生。一部損壊３棟、床上浸水

３９棟、床下浸水１７６棟、被害総額１億６３百万円 

平成16年10月20日 台風２３号に伴う暴風により、瞬間最大風速４１．４ｍ（岡山

市）を記録。国道２号備前大橋上で強風によりトラック３台が横

転。家屋等の破損１０９棟。特に大内地区で３７棟が屋根瓦等に

被害 

 

(日生地域) 

昭和45年2月11日 鹿久居島で３日間にわたる林野火災が発生し、焼失面積１５０ｈ

ａ 

昭和45年4月1日 寒河地内で３日間にわたる林野火災が発生し、焼失面積２５０ｈ

ａ 

昭和49年7月6日 台風８号による集中豪雨により被害。死者１名、全壊３棟、半壊

２５棟、床上浸水３５１棟、床下浸水家屋７６１棟、水稲冠水２

９ｈａ、山崩れ１１箇所 

昭和51年9月8日 台風１７号の影響により８日から１３日にかけ、町内全域に９０

０ｍｍを超す記録的な豪雨。死者３名、負傷者１４名、全壊家屋

１５棟、半壊家屋３０棟、一部損壊２９棟、床上浸水２９３棟、

床下浸水８７５棟 

昭和55年2月15日 寒河地内で３日間にわたる林野火災が発生し、焼失面積１８０ｈ

ａ 

昭和63年1月31日 寒河地内で３日間にわたる林野火災が発生し、焼失面積１１０ｈ

ａ 

平成15年8月8日 台風１０号と前線による記録的な豪雨による床上・床下浸水の被

害。８日午前４時３０分から５時３０分の１時間には８８．０ｍ
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ｍの雨量を記録し、総雨量も１８０ｍｍを超える豪雨。床上浸水

６７戸、床下浸水１９３戸、山崩れ５箇所、道路崩壊１１箇所、

河川崩壊２箇所 

平成16年8月30日 台風１６号に伴う記録的な高潮による床上・床下浸水の被害。宇

野港でＴＰ２５５ｃｍを記録。床上浸水２３６戸、床下浸水３０

２戸 

 

(吉永地域) 

昭和49年7月6日 台風８号による集中豪雨により総雨量２００ｍｍを記録。死者２

名、負傷者２名、半壊家屋２戸、床上浸水１３９戸、床下浸水２

５０戸、被害総額１億４８百万円 

昭和51年9月13日 台風１７号の影響により８日から１３日にかけ、総雨量７１９ｍ

ｍの記録的な豪雨により、全壊家屋１２棟、半壊家屋３棟、一部

半壊家屋１６棟、床上浸水２１０棟、床下浸水６１７棟、被害総

額１５億１７百万円 
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第３章  災害予防計画 

 

 

第１節  防災教育訓練 

 

第１ 防災知識普及計画 

  １ 防災教育 

      災害を最小限度にとどめるためには、市を初めとする防災関係機関による災害

対策の推進はもとより、市民一人ひとりが日ごろから災害についての認識を深め、

万一の災害から自らを守るとの意識の下に、地域ぐるみで災害に対処する体制づ

くりが必要である。 

      このため、学校教育及び成人学級等の社会教育において、その学習内容に防災

教育を組み入れ防災に関する知識の普及と防災意識の高揚を図る。 

   また、市職員に対する防災教育として防災気象講習会、研修会、講演会等を開

催し、災害時における的確な判断力の養成、あるいは防災上必要な知識及び技能

の向上を図るとともに、災害時における活動の手引書、パンフレット等を作成し、

防災知識の周知徹底を図る。 

  ２ 一般市民に対する広報 

   (1)  広報びぜん 

       市内全世帯を対象として毎月定期発行している「広報びぜん」を通じ、市民

に災害対策の周知徹底を図る。 

   (2)  パンフレット等の作成 

        防災に関するパンフレットを作成し、災害対策関係者をはじめ市民に配布す

るとともに、防災パネル展を開催するなど広く一般市民に防災意識の向上を図

る。 

   (3)  報道機関の協力 

        防災知識の普及啓発を図るため、報道機関に対して積極的に協力を依頼する

とともに、本市の防災対策についての計画その他の絶えず必要な情報記事の提

供に努める。 

   (4) 防災週間等における啓発活動の実施 

        市、県及び防災関係機関では、防災週間等の予防運動実施時期を中心として、

市民に対する啓発活動を実施し、防災意識の高揚を図る。 

各種の予防運動実施時期 

・防災とボランティア週間（1月15日～21日） 

・防災とボランティアの日（1月17日） 
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・春季全国火災予防運動期間（3月1日～7日） 

・建築物防災週間（3月1日～7日、8月30日～9月5日） 

・山火事予防運動月間（3月1日～31日） 

・水防月間（5月1日～31日） 

・がけ崩れ防災週間（6月1日～7日） 

・土砂災害防止月間（6月1日～30日） 

・危険物安全週間（6月第２週） 

・火薬類危害予防週間（6月月10日～17日） 

・道路防災週間（8月25日～31日） 

・防災週間（8月30日～9月5日） 

・防災の日（9月1日） 

・救急の日（9月9日） 

・救急医療週間（9月9日を含む１週間） 

・国際防災の日（10月の第２水曜日） 

・高圧ガス保安活動促進週間（10月23日～29日） 

・秋季全国火災予防運動期間（11月9日～15日） 

 

第２ 防災訓練 

  災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に、迅速かつ適切な災害応急対策がで

きるよう体制の強化及び関係機関との有機的な連絡調整を図り、技術を向上させると

ともに、住民に対する防災意識の高陽を図ることを目的として訓練を行う。 

  １ 基礎訓練 

      技能の修得を主体とした水防工法、通信連絡、炊き出し、避難その他の基礎的

な実地訓練及び図上訓練の実施を重ね、責任の自覚と錬磨を図る。 

   (1) 水防訓練 

        市の水防に関する計画に基づく水防活動の円滑な遂行を図るため、次の方法

により水防に関する訓練を実施する。また、広域洪水、高潮等を想定し他市町

村と連合し、又は他の防災関係機関及び地域住民が参加して、水防訓練を実施

する。 

また、土砂災害に対する訓練の同時実施も検討するもとのする。 

      ア 実施時期 増水期前の最も効果的な時期を選び実施する。 

      イ  実施地域  河川危険箇所その他の洪水や高潮のおそれのある地域において

実施する。 

   (2) 消防訓練 

        市の消防に関する計画に基づく消防活動の円滑な遂行を図るため、消防に関
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する訓練を実施する。また、必要に応じ、大規模な建物及び林野火災を想定し、

他の市町村、消防関係機関等と合同して実施する。 

   (3) 避難・救助訓練 

        市その他防災関係機関は、災害時における避難その他救助の円滑な遂行を図

るため、水防、消防等の災害防護活動と合わせ、又は単独で訓練を実施する。 

        なお、学校、病院、社会福祉施設、工場、店舗等にあっては、収容者等の人

命保護のため、特に避難についての施設を整備し、訓練を実施する。 

        また、高齢者、障害者その他のいわゆる災害時要援護者を適切に避難誘導す

るため、自主防災組織及び地域住民の協力を得ながら、平常時よりこれらの者

に係る避難体制の整備に努めるとともに、地域の実情に応じた訓練を実施し、

特に急傾斜地崩壊危険地区等災害危険地区においては徹底して訓練を実施する。 

(4) 情報収集伝達訓練 

市、県及び防災関係機関は、災害時における迅速かつ的確な情報収集の確保が

図られるよう、様々な条件を想定した情報収集伝達訓練を実施する。 

(5) 通信訓練 

        市、県及び防災関係機関は、災害時における通信の円滑化を図るため、各種

災害を想定した通信訓練を実施する。 

   (6) 非常招集訓練 

        市、県及び防災関係機関は、非常配備体制に万全を期するため、各種災害を

想定し、勤務時間外における職員、消防団（水防団）等の非常招集訓練を必要

に応じて実施する。 

  ２ 総合訓練等 

   (1) 総合防災訓練 

        災害時に備え適宜に関係機関、公共的団体、民間協力団体及び住民の協力の

下に、市防災組織を動員して図上又は現地において、上記各種の基礎防災訓練

を総合化した訓練を実施する。 

   (2) 国、県その他関係機関の実施する訓練 

        国、県その他関係機関が実施する訓練には、積極的に参加し、相互の連絡を

密にするとともに大災害発生時の混乱と被害を最小限に抑え得るよう努める。 

 

第３ 自主防災組織育成計画 

  自然災害や多様化する生活関連災害に対処するためには、防災関係機関と地域住民

による自主防災組織が一体となって総合的な防災体制を確立し、災害予防及び応急活

動を行うことが必要である。 

  このため、事務所、事業所等の法令に基づく自主防災組織、その他の自発的な自主
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防災組織及び地区住民による自主防災組織を育成し、防災活動が効果的に行われるよ

う協力体制を強化する。 

１ 組織の育成 

   (1)  地域住民等による自主的な防災組織の育成を図る。 

       ・婦人防火クラブ 

       ・幼、少年消防クラブ 

       ・企業の自衛消防隊 

       ・町内会（自治消防隊） 

   (2)  防災組織の連携 

        日常的な通報体制の確立や自主防災組織連絡協議会の設立など、地区内の防

災組織間の連携強化を図る。 

２ 組織の活動 

      自主防災組織は、地域の実情に応じ、平常時又は災害時に効果的な防災活動を

行うよう努める。 

   (1)  平常時の活動 

      ア 防災知識の普及 

      イ 防災訓練の実施 

      ウ 火気使用設備器具等の点検 

      エ 防災用資機材の整備等 

    オ 災害時要援護者の把握 

  (2)  災害時の活動 

      ア 災害情報の収集及び伝達 

      イ 初期消火等の実施 

      ウ 救出及び救護の実施及び協力 

      エ 避難誘導の実施 

      オ 炊き出し、支援物資の配布等 

  ３ 自主防災組織の設置推進 

   (1) 町内会単位を中心とした地域住民による自主防災組織の設置及び育成を推進

する。(資料15) 

   (2) 自主防災組織の核となるリーダーへの様々な研修の実施や防災士の資格取得

の奨励、消防団員による指導等により、これらの組織の強化育成を図る。 

(3) 自主防災組織の救助及び救護のための資機材の充実を図る。 

(4) 日常的な通信体制の確立など、市内の他の防災組織との連携強化を図る。 

４ 企業防災の促進 

(1) 大規模な災害の危険性を有する施設の管理者は、自主的に事業所の防災活動
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を行うための組織を整備する。 

(2) 企業は、災害時の企業の果たす役割(従業員及び顧客の安全、経済活動の維持

並びに地域社会への貢献)を十分に認識し、各企業において災害行動時マニュア

ルの作成、防災体制の整備、防災訓練等を実施するなどの防災活動の推進に努

める。 

(3) 市は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への

積極的な参加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うとともに、防災協力

協定の積極的な締結に努める。 

 

 

第２節  通信施設、資機材等の整備 

 

第１ 通信施設の整備と点検 

  迅速かつ的確な災害情報の収集及び伝達体制を確保するため、無線通信施設等の通信

施設の整備を図るとともに、非常電源、予備機器等の設置に努め、通信連絡機能の維持

を図る。 

  １ 防災行政無線設備の整備 

      非常時における情報の収集及び伝達体制を確保するため、本庁と各総合支所、各

地区を結ぶ防災行政無線設備の整備を図るとともに、合併後の防災行政無線設備の

統一やデジタル化への移行体制を整える必要がある。 

   (1) 岡山県防災行政無線施設 

 

呼出呼称 設置場所 所 在 地 備考 

ぼうさいびぜんし 備前市役所 備前市東片上126番地  

 

(2) 備前市防災行政無線施設 

 

同報系 移動系 備考 
区分 

屋外方式 戸別方式 車載型 携帯型  

備前地域   ７ ２５  

日生地域 ４４  ５ ８  

吉永地域 ２４ 各戸に配布 ５ ３  

 

２ 有線放送電話 

      予警報の伝達その他非常時の一斉放送等緊急措置が講じられるよう日ごろから
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整備し、非常時には、防災業務に利用できるよう強化を促す。 

  ３ 民間無線の利用 

      アマチュア無線などの民間無線については、災害応急対策情報の収集その他の

災害時における協力体制が得られるようにしておく。 

  ４ 東備消防組合の通信施設の利用 

      圏域内の市町間の情報収集及び連絡調整に、東備消防組合に依頼し、通信を確

保する。 

  ５ 通信施設の点検 

      災害時に備え、平素から定期的に通信施設の保守管理について、点検整備を実

施する。 

 

第２ 災害応急資機材等の整備 

  災害時の応急対策又は災害復旧に必要な資機材の備蓄については、次の点に留意し、

整備しなければならない。 

  １ 水防関係 

      水防活動に必要な資機材は、備蓄計画で定める量の確保に努めるとともに、毎

年５月までに資機材を点検し、不良品の更新及び備蓄数の補充整備を行う。（資

料1） 

  ２ 消防関係 

      消火活動に必要な資機材としては、消防ポンプ、消火器その他の資機材及び消

火栓をはじめとする消防水利施設の整備等が必要である。その整備については、

平素から適切な処置を講じるとともに、計画的に備蓄整備する。 

  ３ 医療、助産及び防疫関係 

      災害応急活動及び救急活動として、医療及び助産に必要な薬品その他の資機材

を整備する。 

  ４ ヘリポートの確保 

      林野火災における空中消火及び災害時における自衛隊機の派遣要請に対処する

ため、必要なヘリポートの確保に努めるとともに、孤立する可能性のある集落に

ついては、ヘリコプター離着陸地の選定・確保について研究する。 

   なお、ヘリポートの設置基準は「第４章 災害応急対策計画 第３節 応援、

派遣及び雇用計画」の基準の用件を満たすものとする。 

 

市内のヘリポート 

三石運動公園、伊部運動公園、東備消防組合、備前市総

合運動公園、伊里中学校、日生中学校、日生西小学校、

日生東小学校、日生運動公園、大多府小学校、日生南小




